
第８９９回宮城県教育委員会定例会日程

日 時：平成２９年１０月１２日（木）午後１時３０分から

場 所：県行政庁舎１６階 教育委員会会議室

１ 出 席 点 呼

２ 開 会 宣 言

３ 第８９８回教育委員会会議録の承認について

第８９９回教育委員会会議録署名委員の指名４

５ 専決処分報告

（１）「宮城県教育委員会行政組織規則の一部改正」及び「校長及び教員の採 （総務課・教職員課）

用手続に関する規則の一部改正」について

６ 議 事

第１号議案 職員の人事について （教 職 員 課）

第２号議案 県立特別支援学校学則の一部改正について （特別支援教育室）

第３号議案 宮城県立高等学校学則の一部改正について （高 校 教 育 課）

７ 課長報告等

（１）平成２９年度みやぎ教育の日推進大会の開催について （総 務 課）

（２）志教育フォーラム２０１７の開催について （義 務 教 育 課）

（３）みやぎ産業教育フェア（さんフェア宮城２０１７）の開催について （高 校 教 育 課）

（４）弾道ミサイル発射時の県教育委員会及び各学校の対応について （スポーツ健康課）

（５）平成２９年度防災教育を中心とした学校安全フォーラムの開催について （スポーツ健康課）

（６）第４１回全国高等学校総合文化祭（みやぎ総文２０１７）終了報告書に

ついて （全国高校総合文化祭推進室）

８ 資料（配布のみ）

（１）教育庁関連情報一覧 （総 務 課）

（２）ルルブル親子スポーツフェスタ （教 育 企 画 室）

（３）平成３０年度宮城県公立高等学校入学者選抜要項等 （高 校 教 育 課）

（４）平成３０年３月高等学校卒業予定者の就職内定状況（９月末現在）に

ついて （高 校 教 育 課）

（５）平成２９年度学校の校庭等における空間放射線量率測定結果について （スポーツ健康課）

（６）ＭＩＹＡＧＩ２０１７南東北インターハイＮＥＷＳ第１１号 （全国高校総体推進室）

（７）宮城県図書館企画展「伊達文庫－仙台藩 叡智の礎－」 （生 涯 学 習 課）

９ 次回教育委員会の開催日程について

閉 会 宣 言１０



「宮城県教育委員会行政組織規則の一部改正」及び「校長及び

教員の採用手続に関する規則の一部改正」について

「宮城県教育委員会行政組織規則（昭和４１年宮城県教育委員会規則第４号）

の一部改正」及び「校長及び教員の採用手続に関する規則（昭和３１年宮城県教

育委員会規則第９号）の一部改正」について，教育長に対する事務の委任等に関

する規則（昭和３１年宮城県教育委員会規則第１２号）第３条第１項の規定によ

り平成２９年９月１３日専決処分した。よって同条第２項の規定により報告する。

平成２９年１０月１２日提出

宮城県教育委員会教育長 髙 橋 仁

専決処分報告（１）
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「宮城県教育委員会行政組織規則の一部改正」及び

「校長及び教員の採用手続に関する規則の一部改正」の概要

１ 改正の理由

南三陸教育事務所の移転によるもの

東日本大震災で被災した気仙沼合同庁舎の再建による事務所の正式移転

に伴い，下記のとおり教育委員会規則の改正を行ったもの。

２ 改正の内容

規則名 改正内容

宮城県教育委員会行政 第２０条中南三陸教育事務所の名称を「宮城

組織規則 県南三陸教育事務所」から「宮城県気仙沼教育

事務所 に 位置を 本吉郡南三陸町 から 気」 ， 「 」 「

仙沼市」に変更したもの。

校長及び教員の採用手 再任用採用願書（様式第８号）中「南三陸教

」 「 」 。続に関する規則 育管内 を 気仙沼教育管内 に変更したもの

３ 施行期日

平成２９年１０月１０日
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宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
新
旧
対
照
表

改

正

後

現

行

備

考

第
一
条
～
第
十
九
条

（
略
）

第
一
条
～
第
十
九
条

（
略
）

（
教
育
事
務
所
）

（
教
育
事
務
所
）

第
二
十
条

（
略
）

第
二
十
条

（
略
）

２

教
育
事
務
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
域
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

教
育
事
務
所
の
名
称
、
位
置
及
び
所
管
区
域
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

○
南
三
陸
教
育
事
務
所
の
移

転
に
伴
う
整
理

名
称

位
置

所
管
区
域

名
称

位
置

所
管
区
域

（
略
）

（
略
）

宮
城
県
気
仙
沼

気
仙
沼
市

気
仙
沼
市
、
本
吉
郡

宮
城
県
南
三
陸

本
吉
郡
南

気
仙
沼
市
、
本
吉
郡

教
育
事
務
所

教
育
事
務
所

三
陸
町

（
略
）

（
略
）

－3－



校
長
及
び
教
員
の
採
用
手
続
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）

新
旧
対
照
表

現

行

備

考

改

正

後

第
一
条
～
第
五
条

（
略
）

第
一
条
～
第
五
条

（
略
）

様
式
第
１
号
～
様
式
第
７
号

（
略
）

様
式
第
１
号
～
様
式
第
７
号

（
略
）

教
育
事
務
所
の
名
称
変
更

に
伴
う
様
式
の
一
部
改
正

－4－



第２号議案

県立特別支援学校学則の一部改正について

県立特別支援学校学則（昭和４３年宮城県教育委員会規則第６号）の一部を別紙のと

おり改正する。

平成２９年１０月１２日提出

宮城県教育委員会教育長 髙 橋 仁

第２号議案

－4－



県立特別支援学校学則の一部改正の概要

１ 宮城県立小松島支援学校松陵校及び宮城県立西多賀支援学校関係

（１） 改正主旨

平成３０年４月に開校する「宮城県立小松島支援学校松陵校」及び教育の種別を

追加する「宮城県立西多賀支援学校」に関する所要の事項を定めるもの。

（２） 改正内容

① 教育の種別

別表第一（第一条の二関係）

学 校 名 教 育 の 種 別

宮城県立小松島支援学校松陵校

宮城県立西多賀支援学校

知的障害者に対する教育

病弱者及び知的障害者に対する教育

② 部の設置

別表第二（第二条関係）

学 校 名

宮城県立小松島支援学校松陵校

（３） 施行期日

平成３０年４月１日

－5－



第１学年 第２学年 第３学年 計 第１学年 第２学年 第３学年 計

普 通 科 11 11 11 33 11 11 11 33

保健理療科 8 8 8 24 8 8 8 24

産業工芸科 8 8 8 24 8 8 8 24

機械システム科 8 8 8 24 8 8 8 24

被 服 科 8 8 8 24 8 8 8 24

理 容 科 8 8 8 24 8 8 8 24

3 光明支援学校 普 通 科 33 46 60 139 36 33 46 115

4 小松島支援学校 普 通 科 30 35 32 97 34 30 35 99

5 西多賀支援学校 普 通 科 14 11 11 36 17 14 11 42

6 石巻支援学校 普 通 科 49 38 46 133 46 49 38 133

7 気仙沼支援学校 普 通 科 19 19 22 60 19 19 19 57

8 名取支援学校 普 通 科 33 46 38 117 24 33 46 103

9 角田支援学校 普 通 科 35 27 27 89 35 35 27 97

10 迫支援学校 普 通 科 27 19 27 73 27 27 19 73

11 金成支援学校 普 通 科 27 16 24 67 27 27 16 70

12 古川支援学校 普 通 科 30 35 35 100 27 30 35 92

13 船岡支援学校 普 通 科 20 20 20 60 20 20 20 60

14 山元支援学校 普 通 科 46 30 22 98 41 46 30 117

15 利府支援学校 普 通 科 35 30 43 108 33 35 30 98

16 岩沼高等学園 産業技術科 40 40 40 120 40 40 40 120

17
岩沼高等学園
川崎キャンパス

産業技術科 8 8 16 8 8 8 24

18 小牛田高等学園 普 通 科 16 24 24 64 24 16 24 64

19 女川高等学園 産業技術科 24 24 48 24 24 24 72

537 519 522 1,578 533 537 519 1,589

ゴシック体が改正後に変更した人数

（３） 施行期日

平成30年4月1日

２ 県立特別支援学校学則の一部改正の概要

平成30年度県立特別支援学校高等部の入学希望等を勘案し，収容定員を変更するもの。

（２） 改正内容 （単位：人）

学 校 名 改 正 前 改 正 後

（１） 改正の主旨

合 計

学 科

収 容 定 員

視覚支援学校1

2 聴覚支援学校

－6－



別
紙

県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
（
昭
和
四
十
三
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中

「

宮
城
県
立
小
松
島
支
援
学
校

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

を
」

「

宮
城
県
立
小
松
島
支
援
学
校

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

に
改
め
，

宮
城
県
立
小
松
島
支
援
学
校
松
陵
校

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

」

「

宮
城
県
立
西
多
賀
支
援
学
校

病
弱
者
に
対
す
る
教
育

を
」

「

宮
城
県
立
西
多
賀
支
援
学
校

病
弱
者
及
び
知
的
障
害
者
に
対
す

る
教
育

」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中

「
宮
城
県
立
小
松
島
支
援
学
校

を

」

－7－



「
宮
城
県
立
小
松
島
支
援
学
校

に
改
め
る
。

宮
城
県
立
小
松
島
支
援
学
校
松
陵
校

」

「

「

別
表
第
三
第
二
号
の
表
宮
城
県
立
光
明
支
援
学
校
の
項
中

三
三

四
六

六
〇

を

三
六

三
三

四
六

に
改

」

」

「

「

め
、
同
表
宮
城
県
立
小
松
島
支
援
学
校
の
項
中

三
〇

三
五

三
二

を

三
四

三
〇

三
五

に
改
め
、
同
表
宮
城

」

」

「

「

県
立
西
多
賀
支
援
学
校
の
項
中

一
四

一
一

一
一

を

一
七

一
四

一
一

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
石
巻
支

」

」

援
学
校
の
項
中

「

「

四
九

三
八

四
六

を

四
六

四
九

三
八

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
気
仙
沼
支
援
学
校
の
項
中

」

」

「

「

一
九

一
九

二
二

を

一
九

一
九

一
九

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
名
取
支
援
学
校
の
項
中

」

」

－8－



「

「

三
三

四
六

三
八

を

二
四

三
三

四
六

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
角
田
支
援
学
校
の
項
中

」

」

「

「

三
五

二
七

二
七

を

三
五

三
五

二
七

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
迫
支
援
学
校
の
項
中

」

」

「

「

二
七

一
九

二
七

を

二
七

二
七

一
九

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
金
成
支
援
学
校
の
項
中

」

」

「

「

二
七

一
六

二
四

を

二
七

二
七

一
六

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
古
川
支
援
学
校
の
項
中

」

」

「

「

三
〇

三
五

三
五

を

二
七

三
〇

三
五

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
山
元
支
援
学
校
の
項
中

」

」

「

「

四
六

三
〇

二
二

を

四
一

四
六

三
〇

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校
の
項
中

」

」

「

「

三
五

三
〇

四
三

を

三
三

三
五

三
〇

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
支
援
学
校
岩
沼
高
等
学
園
の
項
中

」

」

「

「

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

四
〇

を

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
支
援
学
校
小
牛
田
高
等
学
園
の
項
中

八

八

八

八

八

」

」
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「

「

一
六

二
四

二
四

を

二
四

一
六

二
四

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
立
支
援
学
校
女
川
高
等
学
園
の
項
中

」

」

「

「

二
四

二
四

を

二
四

二
四

二
四

に
改
め
る
。

」

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
（
昭
和
四
十
三
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
新
旧
対
照
表

改

正

後

改

正

前

第
一
条
～
第
十
七
条

（
略
）

第
一
条
～
第
十
七
条

（
略
）

別
表
第
一
（
第
一
条
の
二
関
係
）
（
略
）

別
表
第
一
（
第
一
条
の
二
関
係
）
（
略
）

学

校

名

教

育

の

種

別

学

校

名

教

育

の

種

別

宮
城
県
立
視
覚
支
援
学
校

視
覚
障
害
者
に
対
す
る
教
育

宮
城
県
立
視
覚
支
援
学
校

視
覚
障
害
者
に
対
す
る
教
育

宮
城
県
立
聴
覚
支
援
学
校

聴
覚
障
害
者
に
対
す
る
教
育

宮
城
県
立
聴
覚
支
援
学
校

聴
覚
障
害
者
に
対
す
る
教
育

宮
城
県
立
聴
覚
支
援
学
校

宮
城
県
立
聴
覚
支
援
学
校

聴
覚
障
害
者
に
対
す
る
教
育

聴
覚
障
害
者
に
対
す
る
教
育

小
牛
田
校

小
牛
田
校

宮
城
県
立
光
明
支
援
学
校

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

宮
城
県
立
光
明
支
援
学
校

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

宮
城
県
立
小
松
島
支
援
学
校

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

宮
城
県
立
小
松
島
支
援
学
校

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

宮
城
県
立
小
松
島
支
援
学
校

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

松
陵
校

肢
体
不
自
由
者
及
び
病
弱
者
に

肢
体
不
自
由
者
及
び
病
弱
者
に

宮
城
県
立
拓
桃
支
援
学
校

宮
城
県
立
拓
桃
支
援
学
校

対
す
る
教
育

対
す
る
教
育

病
弱
者
及
び
知
的
障
害
者
に
対

宮
城
県
立
西
多
賀
支
援
学
校

病
弱
者
に
対
す
る
教
育

宮
城
県
立
西
多
賀
支
援
学
校

す
る
教
育

宮
城
県
立
石
巻
支
援
学
校

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

宮
城
県
立
石
巻
支
援
学
校

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

宮
城
県
立
気
仙
沼
支
援
学
校

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

宮
城
県
立
気
仙
沼
支
援
学
校

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

宮
城
県
立
名
取
支
援
学
校

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

宮
城
県
立
名
取
支
援
学
校

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

宮
城
県
立
角
田
支
援
学
校

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

宮
城
県
立
角
田
支
援
学
校

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

宮
城
県
立
角
田
支
援
学
校

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

宮
城
県
立
角
田
支
援
学
校

白
石
校

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

白
石
校
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改

正

後

改

正

前

宮
城
県
立
迫
支
援
学
校

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

宮
城
県
立
迫
支
援
学
校

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

宮
城
県
立
金
成
支
援
学
校

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

宮
城
県
立
金
成
支
援
学
校

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

宮
城
県
立
古
川
支
援
学
校

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

宮
城
県
立
古
川
支
援
学
校

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

宮
城
県
立
船
岡
支
援
学
校

肢
体
不
自
由
者
に
対
す
る
教
育

宮
城
県
立
船
岡
支
援
学
校

肢
体
不
自
由
者
に
対
す
る
教
育

病
弱
者
及
び
知
的
障
害
者
に

病
弱
者
及
び
知
的
障
害
者
に

宮
城
県
立
山
元
支
援
学
校

宮
城
県
立
山
元
支
援
学
校

対
す
る
教
育

対
す
る
教
育

宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校

宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

富
谷
校

富
谷
校

宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校

宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

塩
釜
校

塩
釜
校

宮
城
県
立
支
援
学
校
岩
沼

宮
城
県
立
支
援
学
校
岩
沼

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

高
等
学
園

高
等
学
園

宮
城
県
立
支
援
学
校
岩
沼
高

宮
城
県
立
支
援
学
校
岩
沼
高

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

等
学
園
川
崎
キ
ャ
ン
パ
ス

等
学
園
川
崎
キ
ャ
ン
パ
ス

宮
城
県
立
支
援
学
校
小
牛
田

宮
城
県
立
支
援
学
校
小
牛
田

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

高
等
学
園

高
等
学
園

宮
城
県
立
支
援
学
校
女
川
高

宮
城
県
立
支
援
学
校
女
川
高

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

知
的
障
害
者
に
対
す
る
教
育

等
学
園

等
学
園
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改

正

後

改

正

前

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

学

校

名

学

校

名

宮
城
県
立
視
覚
支
援
学
校

宮
城
県
立
視
覚
支
援
学
校

宮
城
県
立
聴
覚
支
援
学
校

宮
城
県
立
聴
覚
支
援
学
校

宮
城
県
立
聴
覚
支
援
学
校
小
牛
田
校

宮
城
県
立
聴
覚
支
援
学
校
小
牛
田
校

宮
城
県
立
光
明
支
援
学
校

宮
城
県
立
光
明
支
援
学
校

宮
城
県
立
小
松
島
支
援
学
校

宮
城
県
立
小
松
島
支
援
学
校

宮
城
県
立
小
松
島
支
援
学
校
松
陵
校

宮
城
県
立
拓
桃
支
援
学
校

宮
城
県
立
拓
桃
支
援
学
校

宮
城
県
立
西
多
賀
支
援
学
校

宮
城
県
立
西
多
賀
支
援
学
校

宮
城
県
立
石
巻
支
援
学
校

宮
城
県
立
石
巻
支
援
学
校

宮
城
県
立
気
仙
沼
支
援
学
校

宮
城
県
立
気
仙
沼
支
援
学
校

宮
城
県
立
名
取
支
援
学
校

宮
城
県
立
名
取
支
援
学
校

宮
城
県
立
角
田
支
援
学
校

宮
城
県
立
角
田
支
援
学
校

宮
城
県
立
角
田
支
援
学
校
白
石
校

宮
城
県
立
角
田
支
援
学
校
白
石
校

宮
城
県
立
迫
支
援
学
校

宮
城
県
立
迫
支
援
学
校

宮
城
県
立
金
成
支
援
学
校

宮
城
県
立
金
成
支
援
学
校

宮
城
県
立
古
川
支
援
学
校

宮
城
県
立
古
川
支
援
学
校

宮
城
県
立
船
岡
支
援
学
校

宮
城
県
立
船
岡
支
援
学
校

宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校

宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校

宮
城
県
立
山
元
支
援
学
校

宮
城
県
立
山
元
支
援
学
校
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改

正

後

改

正

前

宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校
富
谷
校

宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校
富
谷
校

宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校
塩
釜
校

宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校
塩
釜
校

別
表
第
三
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
二
条
関
係
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

高
等
部

二

高
等
部

収

容

定

員

修
業

修
業

学

校

名

学

科

学

校

名

学

科

収

容

定

員

年
限

年
限

第
一

第
二

第
三

第
一

第
二

第
三

学
年

学
年

学
年

学
年

学
年

学
年

普

通

科

三
年

一
一

一
一

一
一

普

通

科

三
年

一
一

一
一

一
一

宮
城
県
立
視
覚
支
援
学
校

宮
城
県
立
視
覚
支
援
学
校

保
健
理
療
科

三
年

八

八

八

保
健
理
療
科

三
年

八

八

八

産
業
工
芸
科

三
年

八

八

八

産
業
工
芸
科

三
年

八

八

八

機
械
シ
ス
テ

機
械
シ
ス
テ

三
年

八

八

八

三
年

八

八

八

ム
科

ム
科

宮
城
県
立
聴
覚
支
援
学
校

宮
城
県
立
聴
覚
支
援
学
校

被

服

科

三
年

八

八

八

被

服

科

三
年

八

八

八

理

容

科

三
年

八

八

八

理

容

科

三
年

八

八

八
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改

正

後

改

正

前

宮
城
県
立
光
明
支
援
学
校

普

通

科

三
年

三
六

三
三

四
六

宮
城
県
立
光
明
支
援
学
校

普

通

科

三
年

三
三

四
六

六
〇

宮
城
県
立
小
松
島
支
援
学
校

普

通

科

三
年

三
四

三
〇

三
五

宮
城
県
立
小
松
島
支
援
学
校

普

通

科

三
年

三
〇

三
五

三
二

宮
城
県
立
西
多
賀
支
援
学
校

普

通

科

三
年

一
七

一
四

一
一

宮
城
県
立
西
多
賀
支
援
学
校

普

通

科

三
年

一
四

一
一

一
一

宮
城
県
立
石
巻
支
援
学
校

普

通

科

三
年

四
六

四
九

三
八

宮
城
県
立
石
巻
支
援
学
校

普

通

科

三
年

四
九

三
八

四
六

宮
城
県
立
気
仙
沼
支
援
学
校

普

通

科

三
年

一
九

一
九

一
九

宮
城
県
立
気
仙
沼
支
援
学
校

普

通

科

三
年

一
九

一
九

二
二

宮
城
県
立
名
取
支
援
学
校

普

通

科

三
年

二
四

三
三

四
六

宮
城
県
立
名
取
支
援
学
校

普

通

科

三
年

三
三

四
六

三
八

宮
城
県
立
角
田
支
援
学
校

普

通

科

三
年

三
五

三
五

二
七

宮
城
県
立
角
田
支
援
学
校

普

通

科

三
年

三
五

二
七

二
七

宮
城
県
立
迫
支
援
学
校

普

通

科

三
年

二
七

二
七

一
九

宮
城
県
立
迫
支
援
学
校

普

通

科

三
年

二
七

一
九

二
七

宮
城
県
立
金
成
支
援
学
校

普

通

科

三
年

二
七

二
七

一
六

宮
城
県
立
金
成
支
援
学
校

普

通

科

三
年

二
七

一
六

二
四

宮
城
県
立
古
川
支
援
学
校

普

通

科

三
年

二
七

三
〇

三
五

宮
城
県
立
古
川
支
援
学
校

普

通

科

三
年

三
〇

三
五

三
五
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改

正

後

改

正

前

宮
城
県
立
船
岡
支
援
学
校

普

通

科

三
年

二
〇

二
〇

二
〇

宮
城
県
立
船
岡
支
援
学
校

普

通

科

三
年

二
〇

二
〇

二
〇

宮
城
県
立
山
元
支
援
学
校

普

通

科

三
年

四
一

四
六

三
〇

宮
城
県
立
山
元
支
援
学
校

普

通

科

三
年

四
六

三
〇

二
二

宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校

普

通

科

三
年

三
三

三
五

三
〇

宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校

普

通

科

三
年

三
五

三
〇

四
三

宮
城
県
立
支
援
学
校
岩
沼
高

宮
城
県
立
支
援
学
校
岩
沼
高

産
業
技
術
科

三
年

四
〇

四
〇

四
〇

産
業
技
術
科

三
年

四
〇

四
〇

四
〇

等
学
園

等
学
園

八

川
崎
キ
ャ
ン
パ
ス

産
業
技
術
科

三
年

八

八

八

川
崎
キ
ャ
ン
パ
ス

産
業
技
術
科

三
年

八

八

宮
城
県
立
支
援
学
校
小
牛
田

宮
城
県
立
支
援
学
校
小
牛
田

普

通

科

三
年

二
四

一
六

二
四

普

通

科

三
年

一
六

二
四

二
四

高
等
学
園

高
等
学
園

宮
城
県
立
支
援
学
校
女
川
高

宮
城
県
立
支
援
学
校
女
川
高

二
四

産
業
技
術
科

三
年

二
四

二
四

二
四

産
業
技
術
科

三
年

二
四

二
四

等
学
園

等
学
園

三

（
略
）

第
一
号
様
式
～
第
六
号
様
式

（
略
）

三

（
略
）

第
一
号
様
式
～
第
六
号
様
式

（
略
）
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第３号議案

第３号議案

宮城県立高等学校学則の一部改正について

宮城県立高等学校学則（昭和２５年宮城県教育委員会規則第３３号）の一部を別

紙のとおり改正する。

平成２９年１０月１２日提出

宮城県教育委員会教育長 髙 橋 仁

－17－



  宮城県立高等学校学則の一部改正の概要
1 改正の趣旨

県立学校条例の改正 「平成２９，３０年度県立高等学校組織編制計画」及び「平成２８年度，
県立高等学校組織編制計画」の実施に伴う所要の改正を行うもの。

2 改正の概要
(1) 平成２９，３０年度県立高等学校組織編制計画関係

学年制による全日制の課程（別表第１（第１条関係 ））
【再編統合】
(平成29年度)
学校名 学科名 収容定員

第1学年 第2学年 第3学年
気仙沼高等学校 普通科 5学級(200人) 6学級(240人) 6学級(240人)
気仙沼西高等学校 普通科 2学級( 80人) 2学級( 80人) 3学級(120人)

(平成30年度)
学校名 学科名 収容定員

第1学年 第2学年 第3学年
気仙沼高等学校 普通科 6学級(240人) 7学級(280人) 8学級(320人)

【学級減】
学校名 学科名 第１学年の収容定員
泉松陵高等学校 普通科 1学級40人減 7学級(280人)→6学級(240人)
塩釜高等学校 普通科 1学級40人減 8学級(320人)→7学級(280人)
石巻西高等学校 普通科 1学級40人減 5学級(200人)→4学級(160人)

(2) 平成２８年度県立高等学校組織編制計画関係
学年制による全日制の課程（別表第１（第１条関係 ））
【学科改編】
学校名 学科名 第３学年の収容定員
角田高等学校 普通科 単位制に移行 4学級(160人)→4学級(160人)
多賀城高等学校 普通科 1学級40人減 7学級(280人)→6学級(240人)

災害科学科 1学級40人増 H28新設

【募集停止】
学校名 学科名 第３学年の収容定員

創造工学科 1学級40人減 H28募集停止岩ケ崎高等学校（鶯沢校舎）

【学級減】
学校名 学科名 第３学年の収容定員
蔵王高等学校 普通科 1学級40人減 3学級(120人)→2学級(80人)
志津川高等学校 普通科 1学級40人減 3学級(120人)→2学級(80人)

3 施行期日
平成３０年４月１日
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宮
城
県
立
高
等
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

宮
城
県
立
高
等
学
校
学
則
（
昭
和
二
十
五
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
一
第
一
号
の
表
宮
城
県
泉
松
陵
高
等
学
校
の
項
中

「

「

二
八
〇

二
八
〇

二
八
〇

を

二
四
〇

二
八
〇

二
八
〇

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
塩
釜
高
等
学
校
の
項
中

」

」

「

「

三
二
〇

三
二
〇

三
二
〇

を

二
八
〇

三
二
〇

三
二
〇

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
気
仙
沼
高
等
学
校
の
項
中

」

」

「

「

二
〇
〇

二
四
〇

二
四
〇

を

二
四
〇

二
八
〇

三
二
〇

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
気
仙
沼
西
高
等
学
校
及
び
宮
城
県
角

」

」

田
高
等
学
校
の
項
を
削
り
、
同
表
宮
城
県
多
賀
城
高
等
学
校
の
項
中

「

「

二
八
〇

を

二
四
〇

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
岩
ケ
崎
高
等
学
校
の
項
中

四
〇

」

」
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「

普

通

科

三
年

男
女

一
二
〇

一
二
〇

一
二
〇

を

創
造
工
学
科

三
年

男
女

四
〇

」

「

普

通

科

三
年

男
女

一
二
〇

一
二
〇

一
二
〇

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
石
巻
西
高
等
学
校
の
項
中

」

「

「

二
〇
〇

二
〇
〇

二
〇
〇

を

一
六
〇

二
〇
〇

二
〇
〇

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
蔵
王
高
等
学
校
の
項
中

」

」

「

「

を

八
〇

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
志
津
川
高
等
学
校
の
項
中

」

」

「

「

一
二
〇

を

八
〇

に
改
め
る
。

」

」

別
表
第
一
第
二
号
の
表
宮
城
県
角
田
高
等
学
校
の
項
中

「

「

を

一
六
〇

に
改
め
、
同
表
宮
城
県
蔵
王
高
等
学
校
の
項
を
削
る
。

」

」
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附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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宮
城
県
立
高
等
学
校
学
則
（
昭
和
二
十
五
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
三
号
）

新
旧
対
照
表

改

正

後

改

正

前

第
一
条
～
第
三
十
条

（

略

）

第
一
条
～
第
三
十
条

（

略

）

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
）

一

学
年
制
に
よ
る
全
日
制
の
課
程

一

学
年
制
に
よ
る
全
日
制
の
課
程

収

容

定

員

収

容

定

員

修
業

男
女

修
業

男
女

学

校

名

学

科

学

校

名

学

科

年
限

の
別

第

一

第

二

第

三

年
限

の
別

第

一

第

二

第

三

学

年

学

年

学

年

学

年

学

年

学

年

（

略

）

（

略

）

宮
城
県
泉
松
陵

普

通

科

三
年

男
女

二
四
〇

二
八
〇

二
八
〇

宮
城
県
泉
松
陵

普

通

科

三
年

男
女

二
八
〇

二
八
〇

二
八
〇

高

等

学

校

高

等

学

校

（

略

）

（

略

）

宮

城

県

塩

釜

普

通

科

三
年

男
女

二
八
〇

三
二
〇

三
二
〇

宮

城

県

塩

釜

普

通

科

三
年

男
女

三
二
〇

三
二
〇

三
二
〇

高

等

学

校

ビ
ジ
ネ
ス
科

三
年

男
女

八
〇

八
〇

八
〇

高

等

学

校

ビ
ジ
ネ
ス
科

三
年

男
女

八
〇

八
〇

八
〇

宮
城
県
気
仙
沼

普

通

科

三
年

男
女

二
四
〇

二
八
〇

三
二
〇

宮
城
県
気
仙
沼

普

通

科

三
年

男
女

二
〇
〇

二
四
〇

二
四
〇

高

等

学

校

高

等

学

校
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宮
城
県
気
仙
沼
西

普

通

科

三
年

男
女

八
〇

八
〇

一
二
〇

高

等

学

校

（

略

）

（

略

）

農

業

科

三
年

男
女

四
〇

四
〇

四
〇

農

業

科

三
年

男
女

四
〇

四
〇

四
〇

宮

城

県

農

業

園

芸

科

三
年

男
女

八
〇

八
〇

八
〇

宮

城

県

農

業

園

芸

科

三
年

男
女

八
〇

八
〇

八
〇

高

等

学

校

農
業
機
械
科

三
年

男
女

四
〇

四
〇

四
〇

高

等

学

校

農
業
機
械
科

三
年

男
女

四
〇

四
〇

四
〇

食
品
化
学
科

三
年

男
女

四
〇

四
〇

四
〇

食
品
化
学
科

三
年

男
女

四
〇

四
〇

四
〇

生

活

科

三
年

男
女

四
〇

四
〇

四
〇

生

活

科

三
年

男
女

四
〇

四
〇

四
〇

宮

城

県

角

田

普

通

科

三
年

男
女

一
六
〇

高

等

学

校

宮
城
県
多
賀
城

普

通

科

三
年

男
女

二
四
〇

二
四
〇

二
四
〇

宮
城
県
多
賀
城

普

通

科

三
年

男
女

二
四
〇

二
四
〇

二
八
〇

高

等

学

校

災
害
科
学
科

三
年

男
女

四
〇

四
〇

四
〇

高

等

学

校

災
害
科
学
科

三
年

男
女

四
〇

四
〇

（

略

）

（

略

）

宮
城
県
岩
ケ
崎

普

通

科

三
年

男
女

一
二
〇

一
二
〇

一
二
〇

宮
城
県
岩
ケ
崎

普

通

科

三
年

男
女

一
二
〇

一
二
〇

一
二
〇

高

等

学

校

高

等

学

校

創
造
工
学
科

三
年

男
女

四
〇

（

略

）

（

略

）

宮
城
県
石
巻
西

普

通

科

三
年

男
女

一
六
〇

二
〇
〇

二
〇
〇

宮
城
県
石
巻
西

普

通

科

三
年

男
女

二
〇
〇

二
〇
〇

二
〇
〇

高

等

学

校

高

等

学

校

（

略

）

（

略

）
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宮

城

県

蔵

王

普

通

科

三
年

男
女

八
〇

八
〇

八
〇

宮

城

県

蔵

王

普

通

科

三
年

男
女

八
〇

八
〇

高

等

学

校

高

等

学

校

（

略

）

（

略

）

宮
城
県
志
津
川

普

通

科

三
年

男
女

八
〇

八
〇

八
〇

宮
城
県
志
津
川

普

通

科

三
年

男
女

八
〇

八
〇

一
二
〇

高

等

学

校

情
報
ビ
ジ
ネ

三
年

男
女

四
〇

四
〇

四
〇

高

等

学

校

情
報
ビ
ジ
ネ

三
年

男
女

四
〇

四
〇

四
〇

ス
科

ス
科

二

単
位
制
に
よ
る
全
日
制
の
課
程

二

単
位
制
に
よ
る
全
日
制
の
課
程

各
年
次
収
容
定
員

各
年
次
収
容
定
員

修
業

男
女

修
業

男
女

学

校

名

学

科

学

校

名

学

科

年
限

の
別

第

一

第

二

第

三

年
限

の
別

第

一

第

二

第

三

年

次

年

次

年

次

年

次

年

次

年

次

（

略

）

（

略

）

宮

城

県

角

田

普

通

科

三
年

男
女

一
六
〇

一
六
〇

一
六
〇

宮

城

県

角

田

普

通

科

三
年

男
女

一
六
〇

一
六
〇

高

等

学

校

高

等

学

校

宮

城

県

迫

桜

普

通

科

三
年

男
女

二
〇
〇

二
〇
〇

二
〇
〇

宮

城

県

迫

桜

普

通

科

三
年

男
女

二
〇
〇

二
〇
〇

二
〇
〇

高

等

学

校

高

等

学

校

宮

城

県

蔵

王

普

通

科

三
年

男
女

一
二
〇

高

等

学

校

（

略

）

（

略

）
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別
表
第
二
（
第
一
条
関
係
）

（

略

）

別
表
第
二
（
第
一
条
関
係
）

（

略

）

別
表
第
三
（
第
一
条
関
係
）

（

略

）

別
表
第
三
（
第
一
条
関
係
）

（

略

）

別
表
第
四
（
第
一
条
関
係
）

（

略

）

別
表
第
四
（
第
一
条
関
係
）

（

略

）

別
記
第
一
号
様
式
～
別
記
第
四
号
様
式

（

略

）

別
記
第
一
号
様
式
～
別
記
第
四
号
様
式

（

略

）
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平成２９年度みやぎ教育の日推進大会の開催について

１ 目的 「みやぎ教育の日」の趣旨を県民に広めることにより，教育に対する県民の

意識を高め，明日の宮城を担う子どもたちを育む。

２ 日時 平成２９年１１月１日（水） 午後１時３０分から午後４時まで

３ 会場 ホテル白萩 錦の間

４ 主催 宮城県教育委員会 みやぎ教育の日推進協議会

５ 内容

（１） 開会あいさつ（宮城県教育委員会，みやぎ教育の日推進協議会）

（２） 実践発表 大崎市立岩出山小学校 主幹教諭 早坂 潤氏

「地域と連携した持続可能な防災安全教育」

（３） アトラクション 山元町立山下第二小学校の児童

「山二小輪太鼓演奏」

（４） 講演 演題 「心の復興とは…」

～震災６年目の子どもたち～

講師 伊藤 克秀氏（宮城県スクールカウンセラー）

（５） 閉会あいさつ（みやぎ教育の日推進協議会）

課長報告（１）
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課長報告（１）　別冊

















志教育フォーラム２０１７の開催について

１ 趣 旨

広く県民に向けて，志教育に関する講演や志教育支援事業推進地区の実践事例，「みやぎの

先人集『未来への架け橋』」を活用した授業実践報告等を行い，将来にわたり自らの生き方を

主体的に探求する意欲をもつことの大切さを知らせ，「みやぎの志教育」の理念の普及・啓発

と道徳教育の充実を図る。

２ 主 催 宮城県教育委員会

３ 日 時 平成２９年１１月１９日（日） 午後１時３０分から午後４時まで

４ 会 場 宮城県庁講堂

５ 対 象 一般県民，教職員，教育関係者，保護者，児童生徒

（２５０名定員，最大３００名まで可）

６ 内 容

（１）開会行事 （１５分）

① 開会宣言

② 開会の挨拶（教育長）

③ 来賓紹介

（２）第１部 －基調講演（６０分）－

演題 「志が未来をひらく～スポットライトをあびるまでの道のり～」

講師 杜 けあき 氏（女優）

（ 元宝塚雪組トップスター，みやぎ絆大使，おおさき宝大使，

宮城県共同募金会赤い羽根特使 ）

＜休憩（１５分）＞

（３）第２部 －実践事例発表・ディスカッション（５０分）－

① 「志教育支援事業」推進地区の取組紹介

栗原推進地区 栗原市立栗駒小学校 代表児童

村田推進地区 村田町立村田小学校，村田町立村田第一中学校，

村田高校 代表児童生徒

② 講師，代表児童生徒，会場参加者とのディスカッション

テーマ「志が未来をひらく」

（４）閉会行事（１０分）

① 御礼の挨拶（義務教育課長）

② 閉会宣言

課長報告（２）
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７ 参加申込み方法

（１）一般県民（県民，学生等）

ファクシミリ又は義務教育課ホームページから事前申込み受付。先着順に入場整理券を

返信。

（２）幼稚園，小・中学校，高等学校及び特別支援学校（仙台市を除く）の児童生徒，保護者，

教職員

参加申込書を学校等に提出。学校等は参加者を取りまとめ，ファクシミリ又は電子メー

ルで義務教育課宛て提出。

（３）各教育機関

参加者を取りまとめ，ファクシミリ又は電子メールで義務教育課宛て提出。

８ その他

（１）入場は無料とする。

（２）「県政だより」等で広く広報を行う。申込みの締切りは平成２９年１１月１０日（金）

を目安とする。（応募が３００名になった時点で締切）

（３）来場の際は，できるだけ公共交通機関を利用することを呼び掛ける。
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教育フォーラム

第１部 13:45～14:45

■ 基調講演

第２部 15:00～15:50
■ 実践発表
■ パネルディスカッション

■ 実践発表
栗原市立栗駒小学校のみなさん
村田町立村田小学校のみなさん
村田町立村田第一中学校のみなさん
宮城県村田高等学校のみなさん

■ パネリスト

杜 けあき さん （女優）
村田地区のみなさん
栗原地区のみなさん

が未来をひらく

日 時 平成２９年１１月１９日（日） １３：３０ ～ １６：００

会 場 宮城県庁（行政庁舎２階）講堂 ※ 駐車場はありませんので，ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。

定 員 等 ２５０名（事前申込必要） 入場無料

申込方法 一般の方：ファクシミリまたは電子メールで申し込みをしてください。（先着順に入場券を送付します。）

※ 詳しくは宮城県教育庁義務教育課ホームページをご覧ください。

児童生徒とそのご家族・教職員：各学校に配布した参加申込書で申し込みをしてください。

締 切 平成２９年１１月１０日（金）

問合せ先 宮城県教育庁義務教育課

ＴＥＬ：022-211-3643 ＦＡＸ：022-211-3691

20172017

■ 講師

杜 けあき さん（女優）

元宝塚雪組トップスター
みやぎ絆大使
おおさき宝大使
宮城県共同募金会赤い羽根特使

「志が未来をひらく」

－ スポットライトをあびるまでの道のり －

題字「志」は，宮城県立気仙沼支援学校中学部２年生 菅野浩平さん の作品です。

宮城県教育庁
義務教育課
ＨＰＱＲコード
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みやぎ産業教育フェア（さんフェア宮城２０１７）の開催について

１ 目 的：専門高校等における学習成果を広く紹介し，魅力的な教育内容について理

解・関心を高めるともに，次代につながる新たな産業教育のあり方を発信

する。併せて，大会での発表・体験・交流を通じて，東日本大震災からの

復興に寄与する次代を担う産業人・職業人としての意識啓発と志の醸成に

つなげる機会とする。

２ 主 催：みやぎ産業教育フェア実行委員会

（宮城県教育委員会 仙台市教育委員会 宮城県産業教育振興協会）

３ 共 催：宮城県，仙台市

４ 後 援：宮城県商工会議所連合会，仙台商工会議
所，（一社）宮城県経営者協会，仙台経
済同友会，宮城県中小企業団体中央会，
宮城県中小企業家同友会，宮城県商工会
連合会，(一社)宮城県法人会連合会，宮
城県農業協同組合中央会，全国農業協同
組合連合会宮城県本部，宮城県漁業協同
組合，(株)河北新報社，日本放送協会仙
台放送局，東北放送(株)，(株)東日本放送，(株)仙台放送，(株)宮城テレビ放送，宮
城県ＰＴＡ連合会，宮城県高等学校ＰＴＡ連合会，宮城県特別支援学校 PTA 等連絡協
議会，宮城県高等学校長協会，宮城県特別支援学校長会，宮城県中学校長会，宮城県
小学校長会，宮城県私立中学高等学校協会

５ 期 日：平成２９年１１月１２日（日）午前１０時から午後２時まで

「みやぎ教育月間中の開催」

６ 会 場：◯県庁 １階 県民ロビー，玄関ホール

２階 講堂，講堂前ロビー，第二入札室

外部 玄関前駐車場

◯勾当台公園 いこいのゾーン

７ 参加校：◯産業教育に関する専門高校等

① 農業 ②工業 ③商業 ④水産

⑤ 家庭 ⑥看護 ⑦福祉

⑧ 特別支援学校

◯参加予定校数及び参加者数

４３校，１４００名

課長報告（３）
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８ 内 容：①意見・体験発表

各学科研究発表大会等の優勝者による

発表など

②作品・研究発表

震災復興関係，クリーンエネルギー，

産業廃棄物関係の取組など

③作品展示

各学科の特徴的な作品の展示や説明など

④学校生産物展示販売

各学科の生産物品や企業連携による開発商品の販売など

⑤体験・実演

キッズビジネスタウン，ファッションショー，乳牛ふれあい体験

空気機関車乗車体験，介護福祉体験など

⑥その他

生徒実行委員会企画(スタンプラリーなど)

９ 来場者数：３万５千人（想定）
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弾道ミサイル発射時の県教育委員会及び各学校の
対応について

平成２９年９月８日に，文部科学省から「北朝鮮による弾道ミサイルの発射に係る

対応について」の事務連絡があったことを受け，平成２９年９月１２日付けで，弾道

ミサイル発射に係るＪアラート等作動時の行動，始業前における臨時休業の判断基準，

弾道ミサイル落下時の行動に関するＱ＆Ａを加えて文書通知を行った。

また，平成２９年９月１５日に，文部科学省から「北朝鮮から発射された弾道ミサ

イルが日本に飛来する可能生がある場合における全国瞬時警報システム（Ｊアラート）

による情報伝達について」の事務連絡があったことから，既通知文書の一部修正を行

い，平成２９年９月２５日付けで，全教職員での共通理解と児童生徒への適切な指導

を行うように県立学校に対し文書通知を行った。

併せて，市町村教育委員会，総務部等に，ミサイル対応について検討する際の参考

とするよう文書通知を行った。

【発出文書】

別紙１ 弾道ミサイル発射に係るＪアラート等作動時の行動

（H29.9.12 通知 → H29.9.25 更新）

別紙２ 始業前における臨時休業の判断基準

（H29.9.12 通知 → H29.9.25 更新）

別紙３ 弾道ミサイル落下時の行動に関するＱ＆Ａ

（H29.9.12 通知 → H29.9.25 改訂）

別 紙 弾道ミサイル発射等に係る対応

（H29.9.25 通知）

課長報告（４）

－7－



※　在校中に「避難行動②」をとる事態となった場合，避難行動の解除は県教育委員会が行う。

※　在校中に「避難行動①」をとり，Ｊアラート等の発信情報により，ミサイルが日本の上空
を通過したことを確認後，避難行動の解除を校長が行う。

屋外

屋内

近くに着弾

他地域の方向に発射
（Ｊアラートは作動しない）

本県の方向に発射

日本の領海外に落下

日本の領土・領海に落下

避難行動　② 放射線等から身を守る行動例

情報収集等
・弾頭の種類に応じて被害の様相や対応が大きく異なるため，テレビ・ラジ
　オ・インターネット等を通して情報収集に努めるとともに，行政からの指示
　があればそれに従って，落ち着いて行動する。

・口と鼻をハンカチで覆いながら現場から直ちに離れ密閉性の高い屋内の
　部屋または風上に避難する。

・屋内にいる場合は，換気扇を止め，窓を閉め，目張りをして室内を密閉
　する。

屋外にいる場合
・近くの建物の中や地下などに避難する。
・近くに適当な建物がない場合は，物陰に身を隠すか地面に伏せ，頭部を
　守る。

屋内にいる場合 ・できるだけ窓から離れ，できれば窓のない部屋へ移動する。

自動車にいる場合

・車は燃料のガソリンなどに引火する恐れがあるため，車を止めて頑丈な
　建物や地下街などに避難する。
・周囲に避難できる頑丈な建物や地下街などがない場合，車から離れて
　地面に伏せ，頭部を守る。

避難行動　②

避難行動　① 落下物や爆発に備えた行動例

落　下

通常生活に戻る

発　射

通常通り（情報収集は行う）

避難行動　①

判断者 校長が判断 児童生徒等が判断 保護者等が判断

平成29年9月25日

高 校 教 育 課

特別支援教育室

スポーツ健康課

時間帯 在校中 登下校中 在宅・外出中

弾道ミサイル発射に係るＪアラート等作動時の行動

別紙 １ 
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１　基本的な考え方

　臨時休業の取扱いは，基本的には校長の判断によることとされているが，日本の

領土・領海内に弾道ミサイルが落下する事態は，極めて異例の状況と考えられるこ

とから，臨時休業とするか否かは，校長と県教育委員会の間においてあらかじめ定

めておく必要がある。

２　ミサイルの落下地点別の判断基準

○　日本の上空を通過 ⇒ 通常登校

○　日本の領土・領海に落下 ⇒ 臨時休業

３　判断　→　通知　→　解除の流れ

①　ミサイルが落下した場合は，落下地点別の判断基準に基づき，校長が「通常登校」

か「臨時休業」かを判断する。

②　次のミサイルのことは考えず，その都度判断する。

③　ミサイルが日本の領海外に落下した場合は，県教委から各学校への連絡は特に

行わない。

④　ミサイルが日本の領土・領海に落下し，「臨時休業」となった場合は，県教委か

ら各学校に確認のための連絡をする。また，マスコミへの連絡は県教委が行う。

⑤ 「臨時休業」の解除の判断は，政府発表等の情報をもとに県教委が行い，各学校

への通知及びマスコミへの連絡を行う。

始業前における臨時休業の判断基準
平 成 29 年 9 月 25 日

高 校 教 育 課

特 別 支 援 教 育 室

ス ポ ー ツ 健 康 課

別紙 ２ 
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弾道ミサイル落下時の行動に関するＱ＆Ａ

9.25（改訂）

スポーツ健康課

Ｑ１ 特別支援学校では，スクールバスでの登下校が多い。乗車中にＪアラート等か

ら緊急情報が発信された場合には，行動例にあるように必ず「バスを止めて，建物の

中や地下等に避難しなければならない」のか。

スクールバスの避難行動については，既に一部業者が学校に連絡したケースもあり

ますが，今後早急に県教委とバス会社による確認を行うこととします。

児童生徒の実情によっては，急な避難行動により強い不安を感じたり，ケガをした

りすることも考えられますので，必ずしもバスから降りず，車内で待機する対応があ

ることについて，事前に保護者と確認しておくことが必要です。

Ｑ２ 修学旅行や校外体験学習時等にＪアラート等から緊急情報が発信された場合

の避難行動について，どうすればよいのか。

どこにいても，落ち着いて，すばやく避難行動し，正確かつ迅速な情報収集が必要

となります。児童生徒には，緊急時の対応の１つとして屋外にいる場合，屋内にいる

場合などに分けて事前に指導しておくことが大事です。

Ｑ３ 文部科学省事務連絡（H29.9.8 付け）の別紙にミサイルが着弾した場合の行動

例として，屋内にいる場合は換気扇を止め，窓を閉め，目張りをして室内を密閉する

とあるが，必ずこの行動をとらなければならないのか。

弾頭の種類に応じて被害の様相や対応が異なります。まず窓は閉めますが，目張り

については行政からの指示や情報を確認してから行います。

Ｑ４ 学校の始業時間の繰り下げについては，校長が判断して対応してよいのか。

公共交通機関の運休状況等の情報をもとに校長が判断することになります。

Ｑ５ 臨時休業，始業時間の繰り下げ等の報告については，どこにするのか。

自然災害等による報告と同様，高等学校（県立中学校を含む）は高校教育課，特別

支援学校は特別支援教育室に報告してください。

別紙 ３
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Ｑ６ 日本国内でも，離島など本県から離れた地域にミサイルが落下した場合でも，

臨時休業とするのか。

本県から遠く離れた場所にミサイルが落下した場合は，本県にはミサイルによる直

接的な被害は生じないものと想定しています。

しかし，日本の領土・領海内にミサイルが打ち込まれる事態となった場合は，日本

国全体の問題として非常事態となっていることも想定されることから，臨時休業とす

ることとしています。

Ｑ７ 日本の領土・領海にミサイルの部品が落下した場合でも，臨時休業とするのか。

Ｊアラートから，「ミサイルが●●地方に落下した可能性があります。情報を伝達

しますので，引き続き屋内に避難して下さい」と速報された場合，校長は，機械的に

臨時休業の判断をします。

ただし，弾頭の種類等により避難の方法等は大きく異なってくるものと思われます。

Ｑ８ 土曜日に日本の領土内にミサイルが落下した場合には，月曜日の臨時休業を即

時に判断し，生徒に連絡するのか。

ミサイル落下の報道等により即時に臨時休業の判断をします。

ただし，月曜日の朝までの間に政府から「安全である」との発表がなされ，県教委

から各学校に臨時休業解除の連絡がなされる可能性もあることから，生徒への連絡は

次のようになるものと想定しています。

「日本国内にミサイルが落下しました。緊急事態と考えられますので，政府発表等

に注意し，安全な行動を継続してください。

予め定めていたとおり，月曜日は臨時休業の予定となりますが，今後，政府から安

全との広報があった場合は通常登校となる可能性もあります。その場合は，月曜日の

●時（学校によって時刻が異なる可能性がある）までに連絡します。」
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弾道ミサイル発射等に係る対応

（１）弾道ミサイル発射時の対応 (日本に飛来する可能性のある場合)

○発射された方向，発射数等をメデ

ィアから情報収集を行う。

○定められた避難場所へ避難誘導を

行う。

○外にいる場合には，校舎内へ避難

誘導し，窓から離れた場所で身を

守らせる。

【登下校中・在宅時の避難行動】

※登下校中は，児童生徒自身で判断

し，避難行動をとる必要があるこ

とから，指導を徹底する。

※保護者・地域住民に登下校中・在

宅時の避難行動について周知し，

協力を依頼しておく。

【校外活動中の避難行動】

※登下校中の避難行動と同様の行動

をとらせる。

※引率教員は，児童生徒の状況を学

校へ連絡する。

○ミサイル通過の情報があった際，

避難行動の解除を行う。

○必要に応じ，緊急メール等で通常

登校，始業時間の繰り下げ等を知

らせる。

○児童生徒のケアを行う。

○不審な物を発見した場合には，教員，

警察，消防等へ連絡をするよう指導

する

屋 内 退 避

J アラートによる情報伝達

避難行動
○直ちに建物の

中，又は地下
に避難する。

○近くに建物等
がない場合
は，物陰に身
を隠すか地面
に伏せて頭部
を守る。

避 難 行 動 解 除

弾道ミサイル発射

教職員

校長

ミサイル発射。ミサイル発射。ミサイルが発射され

た模様です。建物の中，又は地下に避難して下さい。

(総務省消防庁)

登下

校中

在校

中

避難行動
○外にいる場合

は，直ちに校
舎内に避難す
る。

○できるだけ窓
から離れ，で
きれば窓のな
い部屋に移動
する。

J アラートによる情報伝達

ミサイル通過。ミサイル通過。先程のミサイルは，

●●地方から●●へ通過した模様です。不審な物

を発見した場合には，決して近寄らず，直ちに警

察や消防などに連絡して下さい。

(総務省消防庁)

教職員

教職員

○ミサイル通過の情報があった際

には，通常登校とする。

在宅

中

避難行動
○直ちに建物の

中，又は地下
に避難する。

○できるだけ窓
から離れ，で
きれば窓のな
い部屋に移動
する。

別 紙
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（２）弾道ミサイル落下時の対応 (日本の領土・領海に落下する可能性がある場合)

○臨時休業・授業打ち切りの判断

○落下可能性地域等をメディアから

情報収集を行う。

○外にいる場合には，校舎内へ避難

誘導し，窓から離れた場所で身を

守らせる。

【登下校中・在宅時の避難行動】

※登下校中は，児童生徒自身で判断

し，避難行動をとる必要があるこ

とから，指導を徹底する。

※保護者・地域住民に登下校中の避

難行動について周知し，協力を依

頼しておく。

【校外活動中の避難行動】

※登下校中の避難行動と同様の行動

をとる。

※児童生徒の状況を学校へ連絡す

る。

○けが人の有無を確認。

○換気扇を止め，窓を閉め，目張りをし

て室内を密閉する。

○弾頭の種類に応じて被害の様相や

対応が大きく異なるため，引き続

き情報収集を行う。

○政府，自治体の指示の下，避難行

動をとる。

○児童生徒の安否について緊急メー

ル等で発信する(可能な場合)

○政府発表等の情報を基に，臨時休

業の解除の判断を行う。

J アラートによる情報伝達

避 難 行 動 継 続

弾道ミサイル落下の可能性有り

教職員

直ちに避難。直ちに避難。直ちに建物の中，又は

地下に避難して下さい。ミサイルが落下する可能

性があります。直ちに避難して下さい。

(総務省消防庁)

教職員

J アラートによる情報伝達

ミサイル落下。ミサイル落下。ミサイルが●●地

方に落下した可能性があります。続報を伝達しま

すので，引き続き屋内に避難して下さい。

(総務省消防庁)

教職員

避難行動
○口と鼻をハ
ンカチで覆
いながら，
密閉性の高
い建物の
中，又は風
上に避難す
る。

避難行動
〇外にいる場

合は，口と
鼻をハンカ
チで覆いな
がら，直ち
に校舎内に
避難する。

校長

避 難 行 動 継 続 教職員

登下

校中

在校

中

在宅

中

登下

校中

在校

中

在宅

中

避難行動
○換気扇を止
め，窓を閉
め，目張り
をして室内
を密閉す
る。

続報として，屋内退避解除，又は，引き続き

屋内退避，あるいは別地域への避難情報が伝

達される。

教育委員会
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１．目 的

宮城県教育委員会では東日本大震災の厳しい教訓を踏まえ，各学校園における防災教

育の充実を図ると共に防災管理体制の整備を進めており，指導教材として防災教育副読

本を作成・配布するとともに，その活用について推進協力校で研究開発を行っている。

さらに，防犯を含む生活安全教育や交通安全教育についてもその重要性を認識し，児童

生徒の安全・安心を守るための教職員研修等一層の充実を図ることとしている。

また，東北大学災害科学国際研究所においては第 3回国連防災世界会議をきっかけに

防災教育国際協働センターを設置し，防災教育日本連絡会や日本安全教育学会をはじめ

とした国内外のネットワーク構築，学際研究，人材育成を推進している。

震災から６年が経過した今，国連防災世界会議で採択された仙台宣言の実現に向け国

際的な視野に立って，これまでの取組や活動について広く国内外に発信すると共に，研

究機関や教育実践機関等が互いの取組について理解を深め，課題解決に向けた協議を行

い，今後の防災教育を含む安全教育，安全体制の発展に資する。

２．主 催

宮城県教育委員会 東北大学災害科学国際研究所防災教育国際協働センター

３．共 催

岩沼市教育委員会

４．後 援(申請中)

青森県教育委員会，岩手県教育委員会，福島県教育委員会，防災教育日本連絡会，日

本安全教育学会，全国学校安全教育研究会，東京都学校安全教育研究会，学校安全教

育研究所，大阪教育大学学校危機メンタルサポートセンター，宮城教育大学附属防災

教育未来づくり総合研究センター，東北工業大学，東北地理学会

５．日 時

平成２９年１１月２４日（金）９時４５分開会（９：００受付）

６．会 場

岩沼市民会館（岩沼市里の杜一丁目２－４５ 電話：0223-23-3450）

７．参加対象

(1)教職員（安全担当主幹教諭，防災主任，養護教諭等）

(2)市町村教育委員会・教育事務所の学校安全担当者

(3)学校のＰＴＡ会員

(4)大学等の研究機関関係者

(5)その他の安全教育及び防災教育関係者 等

平成 29 年度防災教育を中心とした学校安全フォーラムの

開催について

課長報告（５）
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８．日程及び内容

総合司会： 定池 祐季（東北大学災害科学国際研究所）

時間 内 容

9:45 開会 （9:00 受付開始）

9:45～10:00

【開会行事】

あいさつ 髙橋 仁（宮城県教育委員会・教育長）

百井 崇（岩沼市教育委員会・教育長）

佐藤 健（東北大学災害科学国際研究所教授，防災教育国際協働ｾﾝﾀｰ長）

10:00～1１:00

【特別講演】

「自然災害に対応する地域と連携した防災教育・防災体制の構築」

河田 惠昭 （関西大学社会安全研究センター長・特別任命教授）

1１:１0～12:00

「フィリピン国タクロバン市におけるスーパー台風ハイエンからの教育復興と課題」

テルマ・C・クィタリィグ（タクロバン市教育局長）

通訳：東洋英和女学院大学 准教授 桜井 愛子

12:00～13:00 昼食・休憩・展示発表

全 体 会

パネルディスカッション第Ⅰ部【震災の教訓を生かして】

13:00～14：30

パネリスト

青森県八戸市立多賀小学校 教 諭 石井 利正（実践発表）

宮城県東松島市立矢本第二中学校 主幹教諭 鈴木 国也（実践発表）

福島県立小高産業技術高等学校 校 長 鈴木 稔（実践発表）

熊本県益城町立飯野小学校 校 長 柴田 敏博（実践発表）

宮城教育大学 特任教授 堀越 清治

ファシリテーター： 宮城教育大学 准 教 授 小田 隆史

14:30～14：45 休憩

パネルディスカッション第Ⅱ部【これからの災害に備えて】

14:45～16：00

パネリスト

岩手県立一関清明支援学校 教 諭 小原 光枝（実践発表）

宮城県南三陸町立志津川中学校 養護教諭 佐藤 幸（実践発表）

高知県立須崎高等学校 校 長 秋森 学（実践発表）

東北工業大学 教 授 小川 和久

ファシリテーター： 東北大学 教 授 佐藤 健

16:00～16:15

【閉会行事】

講評：吉門 直子

（文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 安全教育調査官）

あいさつ

松本 文弘（宮城県教育庁スポーツ健康課 課長）

16:20 閉会，解散
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